
○
公
正
取
引
委
員
会
の
確
約
手
続
に
関
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

改

正

後

改

正

前

（
署
名
及
び
押
印
の
省
略
）

第
三
十
五
条
の
二

確
約
手
続
に
お
い
て
提
出
す
べ
き
文
書
は
、
記
名
を
も
っ

［
条
を
加
え
る
。
］

て
署
名
又
は
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

委
員
会
の
職
員
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
提
出
者
に
対
し
、
前
項
の
文
書
が
真
正
な
も
の
で
あ
る
こ

と
を
証
明
す
る
書
類
の
提
出
の
指
示
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
そ
の
内
容
を

確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

［
様
式
］

［
様
式
］
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